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○ 多様な広域連携の仕組みを活用し、周辺の市町村又は都道府県と連携することにより、市町
村が総合行政主体として成り立っていくのではないか。

○ 今後、都道府県による市町村の補完や市町村同士の広域連携について議論する必要がある
のではないか。

○ 自治制度は多様なものであるべきであり、小規模市町村にあわせた特別の条件整備ができ
ないか。

○ 離島など共同処理の恩恵を受けることができない地域をどうするのか議論すべきではないか。

○ 単独での処理が困難な事務については、まず、市町村同士の水平補完により対応すべきで
はないか。

○ 都道府県が市町村を補完する場合には、専門職員の活用などの人的支援により対応すべき
ではないか。

○ 小規模市町村では福祉・保健分野の事務負担が重荷となっているのではないか。
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